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相模原麻溝公園動物広場 施設の概要 

 

１ 施設名 

  相模原麻溝公園動物広場（愛称：ふれあい動物広場） 

 

２ 所在地 

  相模原市南区麻溝台２３１７番地１（相模原麻溝公園内） 

 

３ 施設内容 

（１）施設の種別  教養施設（動物園） 

（２）管理面積   １．４２ha 

（３）開設年    昭和６０年 

（４）施設の概要 

※ 指定管理者が管理する範囲は、相模原麻溝公園動物広場外周柵を含む内側部分（フ

ェンス内）とする。 

 

４ 施設のうち供用時間等を設けるもの 

施設名 供用時間等 休所日等 

管理事務所 8時30分～17時 年末年始 

（12/29～1/3） 

月曜日及び休日の

翌日 

ポニー乗馬場 

 

10時～16時30分（ 4月～9月） 

10時～15時30分（10月～3月） 

動物広場 

（ポニー乗馬場以外） 

9時30分～17時（ 4月～9月） 

9時30分～16時（10月～3月） 

※ 指定管理者が必要と認める場合には、休所日や供用時間の変更が可能。ただし、休

所日の変更及び供用時間を短縮する場合には、市の承認が必要。 

 

 

 

分 類 種  類 

管理施設 
管理事務所・照明施設・門・柵・案内板・誘導サイン・給排水

設備・警報設備・放送設備・分電盤 

修景施設 植栽・花壇 

休養施設 ベンチ・野外卓 

便益施設 便所・水飲場・時計台 

動物舎関連施設 
動物舎・救護舎・鹿舎・ポニー舎・アライグマ、リスザル舎・ 

牛、豚舎・角馬場・ポニー乗馬場（有料公園施設） 

資料２ 
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５ 有料公園施設 

（１）ポニー乗馬場の利用料金（都市公園条例第２０条の７に定める額） 

単位 利用金額の上限額 

乗馬１回 １００円 

※ ポニー乗馬場で乗馬できる者は、小学生以下の者に限る。 

 

（２）利用料金 

  ポニー乗馬場の利用料金は指定管理者の収入とします。 

条例に定める利用料金を限度額として、指定管理者が市長の承認を得て定める額

とします。 

※ 利用料金の減免規定についても、市長の承認を得て、新たに減免を行うこと

が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


